
定例記者会見（9 月）次第 

 

○日 時 令和 7年 8月 28 日（木） 

午前 11 時～ 

○場 所 第三委員会室 

 

＜出席者＞ 

酒田市／市長、副市長、総務部長、企画部長、地域創生部長、 

危機管理監、市長公室長 

 

酒田記者クラブ／各社 

幹事社／河北新報・ＴＵＹ 

 

１ 開 会 

（1）市長発表事項 

・令和 6 年 7 月 25 日からの大雨による災害に係る被災者生活再建支

援金の申請期間の延長について（危機管理課） 

 

 

（2）酒田記者クラブ 代表質問〔加盟幹事社〕 

  

 

（3）酒田記者クラブ フリー質問〔加盟各社〕 

  

 

（4）酒田記者クラブ加盟社以外の報道機関 フリー質問 

 

   

（5）その他 

 

 

２ 閉 会 

 

 

◆その他配布資料 

・復旧・復興事業の進捗等実施状況 

・酒田市まちなかグランドデザインチラシ 

・PayPay 第 6 弾 酒田市ポイント還元キャンペーンチラシ 



 

定例記者会見資料 

 

令和 7年 8月 28日 

酒田記者クラブ加盟社 各位 

 

令和 6年 7 月 25 日からの大雨による災害に係る 

被災者生活再建支援金の申請期間の延長について 

 

 このたび、令和 6年 7月 25日からの大雨による災害に係る被災者生活再建支

援金（基礎支援金）の申請期間が延長になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○延長の対象地域／酒田市 

○延長する期間／基礎支援金 令和 7年 8月 25日から令和 8年 3月 31日まで 

○延長を行う理由／解体業者が混雑している状況であり、被災世帯の世帯主に

おける、住宅の再建に着手する期間が長期化しているため 

 

 

 
●お問い合わせ／危機管理課 佐藤千尋 

℡ 26-5701、FAX 24-5464 

E メール kikikanri@city.sakata.lg.jp 

◆ポイント 

○被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活

基盤に著しい被害を受けた世帯に対し生活の再建を支援するため、都道府県

が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給されるものです。 

・この支援金は、基礎支援金と加算支援金で構成されており、被災区分により

金額が異なるものですが、半壊以上の被災区分の判定を受けた世帯が災害起

因のやむを得ない理由により住家を解体した場合は、解体世帯として全壊世

帯と同様の支援金が支給されます。 

・通常の申請期間は、基礎支援金については発災後 13 か月以内、加算支援金

については 37 か月以内です。 

・やむを得ない事情があると認められる場合は、適用災害、適用市区町村ごと

に延長される場合があり、このたび下記のとおり申請期間の延長を行うもの

です。 



 

令和６年８月 23 日 

防災くらし安心部 

 

被災者生活再建支援法の適用について（酒田市） 
 

 

 令和６年７月 25 日からの大雨による災害について、下記のとおり、被災者生活再建

支援法（平成 10 年法律第 66 号）に定める自然災害に該当すると認め、同法を適用する

こととしましたので、お知らせします。 

これにより、今回の大雨にかかる同法の県内の適用団体は、遊佐町と酒田市の１市１

町となります。 

 

記 
 

１ 適用市町村  酒田市 

 

２ 発生日（決定日）  ７月 25 日（８月 23 日） 

 

３ 適用基準 

  被災者生活再建支援法施行令第１条第２号 

酒田市における住宅被害 

全壊 半壊 床上浸水 

10 以上 － － 

  ※今後の調査によって変動することがあります。 

 

４ 支援内容 

  住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯及び中規模半壊した世帯等については、

酒田市に申請することにより、公益財団法人都道府県センターから被災者生活再建支

援金（最大 300 万円）が支給されることとなります。 

 

プレスリリース 

【問合せ先】 

 山形県防災くらし安心部防災危機管理課 

 課長補佐（防災担当）木島 

    電話 ０２３－６３０－２２３０ 

 報道監 防災くらし安心部次長(兼) 

危機管理広報監 小泉 



基礎支援金

（住宅の被害程度）

建設・購入 200万円 300万円

補修 100万円 200万円

賃借（公営住宅を除く） 50万円 150万円

建設・購入 200万円 250万円

補修 100万円 150万円

賃借（公営住宅を除く） 50万円 100万円

建設・購入 100万円 100万円

補修 50万円 50万円

賃借（公営住宅を除く） 25万円 25万円

制度の対象
となる世帯

加算支援金

（住宅の再建方法）
計

・大規模半壊
 （損害割合40%台）

・中規模半壊
 （損害割合30%台）

100万円

50万円

－

・全壊
 （損害割合50%以上）

・解体
・長期避難

国から１／２補助 （東日本大震災分は４／５）

３．支援金の支給額

（申請窓口） 市町村
（申請時の添付書面）基礎支援金： 罹災証明書、住民票 等

加算支援金： 契約書（住宅の購入、賃借等） 等

４．支援金の支給申請

地方公共団体
において対応を検討

都道府県の相互扶助に
おいて対応

（全都道府県の拠出による基
金から支援金を支給）

支援法適用 適用とならない災害

① 災害救助法の適用基準のうち１号又は２号を満たす市町村

② 全壊世帯が10世帯以上の市町村

③ 全壊世帯が100世帯以上の都道府県

④ ①又は②の都道府県内で、全壊世帯が５世帯以上の市町村
（人口10万人未満に限る）

⑤ ①から③の区域に隣接し、全壊世帯が５世帯以上の市町村
 （人口10万人未満に限る）

⑥ ①から③の都道府県が２以上ある場合、
・全壊世帯が２世帯以上の市町村（人口５万人未満に限る）
・全壊世帯が５世帯以上の市町村（人口10万人未満に限る）

２．適用要件
（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額）

１．制度の趣旨

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、

都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被

災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建

を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興

に資することを目的とする。

（申請期間）基礎支援金： 災害発生日から１３月以内
 加算支援金： 災害発生日から３７月以内

Ｒ２臨時国会で対象に追加（Ｒ２.７月豪雨も対象に含む。）

被災者生活再建支援制度の概要

※１ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
※２ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

※１

※２



② 自然災害により全壊１０世帯以上の被害が発生した市町村

③ 自然災害により全壊１００世帯以上の被害が発生した都道府県

市町村の区域内の人口
住家が滅失した
世帯の数

５，０００人未満 ３０

５，０００人以上 １５，０００人未満 ４０

１５，０００人以上 ３０，０００人未満 ５０

３０，０００人以上 ５０，０００人未満 ６０

５０，０００人以上 １００，０００人未満 ８０

１００，０００人以上 ３００，０００人未満 １００

３００，０００人以上 １５０

都道府県の区域内の人口
住家が滅失した
世帯の数

１，０００，０００人未満 １，０００

１，０００，０００人以上
２，０００，０００人未満

１，５００

２，０００，０００人以上
３，０００，０００人未満

２，０００

３，０００，０００人以上 ２，５００

① 災害救助法の適用基準（災害救助法施行令第１条第１項）のうち１号

又は２号を満たす自然災害が発生した市町村（※）

災害救助法施行令 別表第１（第１号関係） 災害救助法施行令 別表第２（第２号関係）

（住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、半壊２世帯、床上浸水３世帯をもって、

それぞれ住家が滅失した１世帯とみなされる）

１号適用：別表第１の被害が発生した市町村

２号適用：別表第２の被害が発生した都道府県において、別表第１の世帯数の２分の１に

該当する被害が発生した市町村

⑤ ③又は④の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、①、②、③の

いずれかに隣接し、全壊５世帯以上の被害が発生したもの

(人口10万未満のものに限る) 

  

⑥ ①～③の都道府県（※）が２以上ある場合に、

全壊５世帯以上の被害が発生した市町村（人口５万以上１０万未満のものに限る）

全壊２世帯以上の被害が発生した市町村（人口５万未満のものに限る）

  （※） ①、②の都道府県は、市町村を含む都道府県を指す

被災者生活再建支援制度の対象となる自然災害

④ ①又は②の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊５世帯

以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)

（※）

宮下浩平(MIYASHITAKohei)
長方形



定例記者会見資料

酒田市被災者生活支援・地域支え合いセンターによる訪問等記録（基本方針１関係）［担当課：地域福祉課］　R7.8.15現在

・訪問対象世帯（単位：世帯） ・訪問等件数（単位：件）

区分 みなし仮設 在宅 公営住宅等 合計 訪問 電話 来所 その他 合計

令和7年3月 8 210 38 256 802 35 8 9 854

令和7年4月 7 212 37 256 143 9 0 6 158

令和7年5月 7 215 34 256 164 15 2 2 183

令和7年6月 7 219 30 256 158 24 1 6 189

令和7年7月 7 222 27 256 212 10 1 2 225

令和7年8月 7 222 27 256 75 3 0 1 79

※訪問対象世帯は、主に準半壊以上の被災世帯 1,554 96 12 26 1,688

※令和６年度は、令和６年11月から令和７年３月まで

・相談内容（単位：件）

相談内容 越冬 家族関係 経済面
居住関係

（仮設）

居住関係

（再建）
就労関係

介護・

福祉関係

健康・

医療関係
その他 要望なし 合計

令和6年度※ 116 24 25 26 203 4 13 96 85 109 701

令和7年4月 0 3 6 4 39 1 4 31 23 23 134

令和7年5月 0 4 6 0 47 0 0 34 32 34 157

令和7年6月 0 6 7 4 56 0 3 29 29 38 172

令和7年7月 0 6 6 3 31 0 5 27 36 58 172

令和7年8月 0 2 0 1 9 0 0 7 5 28 52

合計 116 45 50 38 385 5 25 224 210 290 1,388

※令和６年度は、令和６年11月から令和７年３月まで

・見守り区分（単位：世帯・％）

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比

令和7年3月 40 15.6 68 26.6 29 11.3 1 0.4 118 46.1 256 100.0

令和7年4月 45 17.6 96 37.5 50 19.5 2 0.8 63 24.6 256 100.0

令和7年5月 40 15.6 101 39.5 54 21.1 2 0.8 59 23.0 256 100.0

令和7年6月 39 15.2 116 45.3 71 27.7 14 5.5 16 6.3 256 100.0

令和7年7月 32 12.5 125 48.8 74 28.9 16 6.3 9 3.5 256 100.0

令和7年8月 27 10.5 126 49.3 79 30.9 17 6.6 7 2.7 256 100.0

※訪問頻度の目安　Ａ：1か月以内に再訪問　Ｂ：2～3か月以内に再訪問　Ｃ：3～4か月以内に再訪問　　ただし、支援状況を見て変更もありうる。

・再建支援区分（単位：世帯・％）

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比

令和7年3月 27 10.5 9 3.5 17 6.6 10 3.9 193 75.5 256 100.0

令和7年4月 103 40.2 15 5.9 44 17.2 17 6.6 77 30.1 256 100.0

令和7年5月 154 60.2 17 6.6 53 20.7 18 7.0 14 5.5 256 100.0

令和7年6月 177 69.2 17 6.6 32 12.5 18 7.0 12 4.7 256 100.0

令和7年7月 193 75.4 8 3.1 32 12.5 12 4.7 11 4.3 256 100.0

令和7年8月 212 82.8 12 4.7 27 10.5 5 2.0 0 0.0 256 100.0

・ふるさとカフェ等開催実績（単位：回・人）

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数

令和6年度※ 3 16 9 171 3 44 1 6 16 237

令和7年4月 3 66 1 17 1 5 5 88

令和7年5月 2 37 1 16 3 53

令和7年6月 3 59 1 17 4 76

令和7年7月 2 65 1 18 1 10 4 93

令和7年8月 1 13 1 13

合計 3 16 20 411 7 112 3 21 33 560

※令和６年度は、令和６年12月から令和７年３月まで

再建可能世帯 日常生活支援世帯
住まいの再建

支援世帯

日常生活・住まいの

再建支援世帯

合計

令和7年7月

令和7年8月

合計

区分
Ａ：重点訪問 Ｂ：定期訪問 Ｃ：不定期訪問 Ｄ：訪問の必要なし 未訪問・調査中等

西荒瀬地区 八幡地区 松山地区 市街地・その他

区分

合計

未判定 合計

区分

令和6年度※

令和7年4月

令和7年5月

令和7年6月



各種インフラの復旧状況（基本方針２・３関係）　R7.8.15現在

１．インフラの種類ごとの被害概要

復旧が必要なインフラ等 主な被害

東横線など24件 法面崩壊、路肩決壊等

大平沢橋など4件 高欄破損及び落橋

熊沢川など11件 河岸洗堀、護岸決壊等

市営住宅荒町団地（12戸） 住宅の床上・床下浸水、フェンスの破損等

鳥海南麓幹線農道ほか 法面崩落、路肩崩落等

揚水機場、幹線水路ほか 土砂等堆積、機器損傷等

田・畑 土砂等堆積、畦畔損傷等

荒瀬川水管橋など12施設 水道管の断裂・損傷等

八幡浄化センターなど2施設 水没による処理機能停止

青沢地区農業集落排水施設 擁壁崩壊

２．復旧事業の進捗状況

種類
担当課又は

担当機関
復旧が必要なインフラ等の名称 被害の概要 進捗状況

工事着手時期また

は着手予定時期

工事完了時期また

は完了予定時期

備考（具体的な進捗状況）

※災害査定中、工事発注済など

農業用施設 農林水産課 山本排水路 堆積土砂撤去 工事完了 R6.8 R6.12.12 応急仮工事により完了

農業用施設 農林水産課 常禅寺堰 取入ゲート、水路復旧 工事完了 R6.8 R7.3.27 応急仮工事により完了

農業用施設 農林水産課 南野前田堰、大俣堰 堆積土砂撤去 工事完了 R6.8 R7.3.27 応急仮工事により完了

農業用施設 農林水産課 大蒸野揚水機場
ポンプ、モーター、電気設備、付帯設備等

更新
工事完了 R6.8 R7.3.28 応急本工事により完了

農業用施設 農林水産課 新豊井堰揚水機場 減速機交換 工事完了 R6.8 R7.3.17 応急本工事により完了

農業用施設 農林水産課 白玉堰 堆積土砂撤去 工事完了 R6.8 R7.3.28 応急本工事により完了

農業用施設 農林水産課 新堀揚水機 揚水ポンプ等更新 工事完了 R6.8 R7.3.27 応急仮工事により完了

農業用施設 農林水産課 新堀第二揚水機場 揚水ポンプ等更新 工事完了 R6.8 R7.3.27 応急本工事により完了

農業用施設 農林水産課 落野目揚水機場 揚水ポンプ等更新 工事完了 R6.8 R7.3.27 応急本工事により完了

農業用施設 農林水産課 横根山揚水機場設備 仮設ポンプ等設置 工事発注済 R6.8 R7.12.26 工事発注済

農業用施設 農林水産課 平田揚揚水機場 揚水ポンプ等更新 工事完了 R6.8 R7.2.7 応急本工事により完了

農業用施設 農林水産課 宮内揚水機場
ポンプ、モーター、電気設備、除塵機等更

新
工事発注済 R7.3 R8.1.30 工事発注済

農業用施設 農林水産課 宮内導水路 堆積土砂撤去 工事発注済 R7.6 R7.8.8 工事完了

農業用施設 農林水産課 福島揚水機
ポンプ、モーター、電気設備、除塵機等更

新
工事発注済 R7.3 R8.10.12 工事発注済

農業用施設 農林水産課 新豊井導水路 堆積土砂撤去 工事完了 R7.3 R7.5.26 工事完了

農業用施設 農林水産課 興休揚水機場導水路、物見森沢堰 堆積土砂撤去 工事完了 R7.3 R7.5.30 工事完了

農業用施設 農林水産課 横根山揚水機場 揚水ポンプ等更新 工事発注済 R7.7 R8.3.27 工事発注済

農業用施設 農林水産課 奥井揚水機場 揚水ポンプ等更新 工事完了 R7.2 R7.4.30 工事完了

農業用施設 農林水産課 新堀揚水機場 揚水ポンプ等更新 工事発注済 R7.3 R8.3.19 工事発注済

農業用施設 農林水産課 新豊井堰揚水機場、下井皿揚水機場
流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更

新
工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 茨堰揚水機場、郷之目第二揚水機場
流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更

新
工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課
前門揚水機場、観音寺・日向川右岸地区圧力

伝送装置

流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更

新
工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 横根山揚水機場 防水壁・防水扉 工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 宮内揚水機場
建屋止水対策　入口・搬入口扉交換、通気

口閉塞
工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 福島揚水機場
窓サッシ交換、入口・シャッター交換、通

気口閉塞
工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 藤塚揚水機場 入口・シャッター交換 工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 平田揚揚水機場 防水壁・防水扉 工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 大蒸野揚水機場 解体工・基礎工・木工・板金工 工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 新堀揚水機場 防水壁設置・建屋防腐処理 工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農地・農業用

施設
農林水産課

宮海・穂積・塚渕・米島地内

農地・農道・水路
土砂撤去 工事発注済 R7.5.30 R8.3.31 工事発注済

農地 農林水産課
刈屋地内

農地
土砂撤去 工事発注前 R7.8.4 R8.3.31 工事発注済

農地・農業用

施設
農林水産課

中台線

地見興屋地内　農地・水路

道路崩落等

土砂撤去
工事発注前 R7.7.29 R7.12.16 工事発注済

農地・農業用

施設
農林水産課

北青沢・大蕨・下青沢地内

農地・農道・水路
土砂撤去、道路崩落等 工事発注前 未定 未定 公告→不調

農地・農業用

施設
農林水産課 升田地内　農地・水路・畦畔 土砂撤去、畦畔復旧 工事発注前 未定 未定 公告→不調

農地・農業用

施設
農林水産課

草津・泥沢・下黒川・新出地内

農地・農道・水路
土砂撤去、道路法面の崩落等 工事発注前 未定 未定 公告→不調

農業用施設 農林水産課 鳥海南麓11号線 道路崩落等 工事発注前 未定 未定 公告→不調

農地・農業用

施設
農林水産課

山寺・西坂本・北俣・小林・山元地内

農地・農道・水路・畦畔
土砂撤去、畦畔復旧、道路法面の崩落等 工事発注前 R7.8.4 R8.3.31 工事発注済

農業用施設 農林水産課 鳥海南麓5号線 道路崩落等 工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課
二タ子線、鳥海南麓重倉線

常禅寺堰、石田堰、三保六堰、前田堰

道路崩落等

土砂撤去、堰堤・水路復旧等
工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課 下黒川線 道路崩落等 工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

農業用施設 農林水産課
中牧田地内　農道

才形堰

法面の崩落等

頭首工復旧
工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

道路 土木課 東横線 法面の崩壊等 工事完了 R6.9 R6.12.20 応急本工事により完了

道路 土木課 緑沢線 法面の崩壊等 工事発注済 R7.5 R7.8.29 工事発注済（第３工区）

道路 土木課 前山線 法面の崩壊等 工事発注前 R7.8 R8.3.31 県の復旧計画との調整中

道路 土木課 古升田線 法面の崩壊 工事発注済 R7.5 R8.3.27 工事発注済（第２工区）

道路 土木課 日潟線 道路崩落 工事発注前 R7.8 R8.3.31 農地復旧との調整中

道路 土木課 大平沢線 法面の崩壊 工事発注済 R7.5 R7.8.29 工事発注済（第３工区）

道路 土木課 六助早田線 護岸欠壊 工事発注済 未定 未定 荒瀬川改修工事との調整が必要

道路 土木課 新出升田線 道路流出及び路肩欠壊 工事完了 R6.8 R7.3.31 応急本工事により完了

道路 土木課 升田大台野線 道路崩落等 工事発注済 R7.5 R7.9.30 工事発注済（第１工区）

道路 土木課 大芦沢貝沢線 道路崩落 工事発注済 R7.5 R8.3.9 工事発注済（第５工区）

道路 土木課 三保六李代線 道路流出及び護岸欠壊 工事発注済 中止 中止 荒瀬川改良工事により復旧

道路 土木課 芦沢線 路肩欠壊等 工事発注済 R7.5 R8.3.9 工事発注済（第５工区）

道路 土木課 上青沢海ケ沢線 舗装流出等 工事発注済 R7.5 R7.10.20 工事発注済（第６工区）

定例記者会見資料

水道施設

下水道施設

農業集落排水施設

種類

道路

橋梁

河川

公営住宅

農道

農業用施設

農地



道路 土木課 北境境川線 法面崩落等 工事発注済 R7.3 R7.11.21 工事発注済（第７工区）

道路 土木課 鳥海南麓１号線 法面崩落 工事発注済 R7.3 R7.11.21 工事発注済（第７工区）

道路 土木課 田沢新田南田沢線 路肩欠壊 工事発注済 R7.3 R7.11.21 工事発注済（第７工区）

道路 土木課 桜の里線 路肩欠壊 工事発注済 R7.4 R7.9.11 工事発注済（第10工区）

道路 土木課 十二滝線 路肩欠壊等 工事発注済 R7.5 R7.11.28 工事発注済（第８工区）

道路 土木課 上青沢海ケ沢線 路肩欠壊 工事発注済 R7.5 R7.11.28 工事発注済（第８工区）

道路 土木課 鳥越山線 路肩欠壊 工事発注済 R7.3 R7.11.21 工事発注済（第７工区）

道路 土木課 辰ヶ湯線 法面崩落 工事発注済 R7.5 R7.9.16 工事発注済（第９工区）

道路 土木課 早坂家ノ前線 護岸欠壊 工事発注前 未定 未定 荒瀬川改修工事との調整が必要

道路 土木課 経塚線 法面崩落 工事発注済 R7.5 R7.9.16 工事発注済（第９工区）

道路 土木課 白糸線 道路崩落 工事発注済 R7.5 R7.9.16 工事発注済（第９工区）

橋梁 土木課 大平沢橋 高欄破損 工事発注済 R7.5 R7.6.30 工事発注済（第３工区）

橋梁 土木課 草田橋 高欄破損、護岸決壊 工事発注済 R7.8 R7.9.30 工事発注済（第４工区）

橋梁 土木課 君畑橋 落橋 工事発注前 未定 未定 県の復旧計画との調整中

橋梁 土木課 谷地田橋 落橋 工事発注前 未定 未定 設計業務発注済

河川 土木課 熊沢川 河岸洗堀 工事発注済 R7.5 R7.10.31 工事発注済（第12工区）

河川 土木課 滝ノ沢川 河岸洗堀 工事発注済 R7.5 R8.2.10 工事発注済（第11工区）

河川 土木課 塚沢川 河川閉塞、護岸決壊 工事発注済 R7.5 R7.12.26 工事発注済（第13工区）

河川 土木課 前貝沢川 護岸欠壊 工事発注済 R7.5 R7.8.29 工事発注済（第14工区）

河川 土木課 沢ノ内川 護岸欠壊 工事発注済 R7.6 R8.2.27 工事発注済（第15工区）

河川 土木課 湯ノ沢川 背面盛土流出 工事発注済 R7.11 R8.2.27 工事発注済（第15工区）

河川 土木課 平沢川 護岸欠壊 工事発注済 R7.4 R8.1.16 工事発注済（第16工区）

河川 土木課 矢流川 護岸欠壊 工事発注済 R7.5 R7.11.7 工事発注済（第17工区）

河川 土木課 内山川 護岸欠壊 工事完了 R7.4 R7.7.31 工事完了（第18工区）

河川 土木課 新井田川 護岸欠壊 工事発注済 R7.5 R7.11.7 工事発注済（第17工区）

河川 土木課 大俣川 護岸欠壊 工事発注前 R7.10 R8.3.31

公営住宅 建築課 市営住宅荒町団地（12戸） 住宅の床上・床下浸水、フェンスの破損等 工事発注前
R6.8(応急対応)

R7.8(住宅復旧)
R7.11

応急対応済

R6年度は応急対応のみ実施（床下の泥出し、消毒、乾燥）

水道施設 工務課 荒瀬川水管橋 水管橋の流失 工事発注済 R7.5 R8.3 応急仮復旧済、工事発注済（麓地内）

水道施設 工務課 谷地田橋水道添架管 水道添架管の断裂 工事発注前 未定 未定 応急仮復旧済、橋の架け替えに合わせて施工予定（調整中）

水道施設 工務課 三保六橋水道添架管 水道添架管の断裂 工事発注済 R7.6 R8.3 応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその２）

水道施設 工務課 君畑橋水道添架管 水道添架管の断裂 工事発注済 R7.6 R7.12 応急仮復旧済、工事発注済（下青沢地内ほかその１）

水道施設 工務課 芦沢橋水道添架管 水道添架管の損傷 工事発注済 R7.6 R8.3 応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその２）

水道施設 工務課 家の前橋水道添架管 水道添架管の断裂 工事発注前 未定 未定 応急仮復旧済、施工時期調整中

水道施設 工務課 白玉橋水道添架管 水道添架管の損傷 工事発注前 未定 未定 応急仮復旧済、施工時期調整中

水道施設 工務課 中台橋水道添架管 水道添架管の損傷 工事発注済 R7.6 R8.3 応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその２）

水道施設 工務課 配水管（国道344号） 水道管の断裂 工事発注済 R7.3 R8.3 応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその１）

水道施設 工務課 配水管（一般県道鳥海公園青沢線） 水道管の損傷 工事発注済 R7.3 R8.3 応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその１）

水道施設 工務課 配水管（市道大芦沢貝沢線） 水道管の断裂 工事発注済 R7.3 R8.3 応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその１）

水道施設 工務課 配水管（市道古升田線） 水道管の断裂 工事発注済 R7.3 R8.3 応急仮復旧済、工事発注済（上青沢地内ほかその１）

下水道施設 工務課 八幡浄化センター 水没による処理機能停止 工事発注済 R7.5 R9.3
仮設運転実施中、工事発注済（日本下水道事業団との工事委託協

定）

下水道施設 工務課 松山浄化センター 水没による処理機能停止 工事完了 R6.7 R6.8 仮設運転実施中（統合予定のため仮設で完了）

農業集落排水

処理施設
工務課 青沢地区農業集落排水処理施設 荒瀬川の氾濫による擁壁崩壊 工事発注前 未定 未定 応急仮復旧済、河川改修に合わせて施工予定（調整中）










